




















　高知県では、2004（平成16）年に、県民参加のもと「高知県男女共同参画社会づくり
条例」を施行し、男女が互いに人権を尊重し、共に支え合い、責任を分かち合い、性別に関
わりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現をめ
ざしています。

高知県男女共同参画社会づくり条例
６つの基本理念（第３条）

①男女の人権の尊重
②固定的な役割分担意識に基づく社会制度、慣行についての配慮
③意思の形成及び決定への共同参画
④過程での相互協力と職業生活その他の活動との両立
⑤男女の生涯にわたる健康への配慮
⑥国際社会の取組との協調

県民の責務（第５条）
① 社会のあらゆる分野における男
女共同参画の推進への取組
②県の取組への協力

性別による人権侵害の禁止等
①性別による人権侵害の禁止（第18条）
②配偶者等からの暴力による被害者への支援（第19条）
③公衆に表示する情報への配慮（第20条）

県の責務（第４条）
① 基本理念に基づいた総合的な取組
② 県民、事業者、市町村と連携した取組
③市町村の取組への支援

事業者の責務（第６条）
① 職業生活と他の活動との両立の
ための環境整備
②県の取組への協力

県の基本的な取組
①男女共同参画計画（第7条）
②広報活動等の充実（第8条）
③教育と学習の推進（第9条）
④ 農林水産業及び商工業等自営業の分野
における男女共同参画の推進（第10条）
⑤審議会等の委員の男女構成（第11条）
⑥男性の家事、子育て等への参加促進（第12条）
⑦生涯を通じた女性の健康支援（第13条）
⑧拠点施設（第14条）
⑨調査研究（第15条）
⑩NPO法人等との協働（第16条）
⑪公表（第17条）

附属機関

こうち男女共同参画会議
　（第22～27条）

部　会

苦情処理機関

男女共同参画苦情調整委員
（第21条）

男女共同参画社会の形成
男女が互いにその人権を尊重し、共に支え合い、責任も分かち合い、性別にかかわり
なく、その個性と能力を十分に発揮することができる社会


